
サイクリング佐田岬２０２１実施要領 

 

１ 趣  旨   日本一細長い佐田岬半島の旧国道を走る「佐田岬爽快旧国道コース」と、

メロディーラインを走る愛媛マルゴト自転車道「伊予灘・佐田岬せとかぜ

海道コース」の魅力を、地域のグルメや風景とともに発信する。 

 

２ 日  時   令和３年１１月２７日（土）午前８時００分～午後５時００分（雨天決行） 

 

３ 場  所   佐田岬地域（八幡浜市、伊方町） 

 

４ 主  催   佐田岬広域観光推進協議会 

 

５ 形  式   タイムや順位を競うイベントではなく、公道封鎖は行いません。 

 

６ 種  目   １種目（ロングコース） 

          

種目 ロングコース 

募集人員 ２００人 

参加資格 

・中学生以上で愛媛県内に在住している者 

※２０歳未満の参加は保護者の承諾を必要とします。 

・主催者が求める健康チェックシートを提出できる者 

参加車種 

・スポーツタイプ 

（ロードバイク、マウンテンバイク、クロスバイク等） 

・タンデム自転車 

・電動自転車（Ｅ－ＢＩＫＥを含む） 

※使用不可の車種については規約を参照のこと 

走行ルート 

八幡浜みなっと（スタート） 

↓(旧国道) 

川之浜コミュニティ広場 

↓（旧国道～国道１９７メロディーライン） 

佐田岬はなはな（折り返し） 

↓（国道１９７メロディーライン） 

きらら館 

↓(県道２５５・茅トンネル・旧国道) 

八幡浜みなっと（ゴール） 

走行距離 約９３.９㎞ 

参加費 

６，０００円 

（昼食代、保険料、記念品代等を含む） 

※新型コロナウイルスの感染拡大や荒天等により、主催者の

判断で大会を中止した場合は、運営に要した経費を勘案

し、一部の額を返金もしくは記念品等を送付します。 

 



７ 運  営 

(1) 当日のスケジュールについて 

① 受付時間  午前７時００分～午前８時３０分（八幡浜みなっと） 

※開会式はありません 

② スタート  午前８時００分～午前９時００分 

※受付後、準備ができた方から数名ずつのスタート 

③ 制限時間  佐田岬はなはな の折り返し制限時間 午後１時００分 

     きらら館の通過制限時間      午後３時３０分 

        八幡浜みなっとのゴール制限時間  午後５時００分 

※閉会式はありません 

 

(2) エイドステーション等について 

① 道の駅・みなとオアシス「八幡浜みなっと」（スタート・ゴール後エイドステーション） 

② 伊方町役場（トイレのみ） 

③ 町見出張所（立ち寄り必須） 

④ 川之浜コミュニティ広場（立ち寄り必須） 

⑤ 佐田岬はなはな（立ち寄り必須） 

⑥ 道の駅「瀬戸農業公園」上り車線側駐車場（給水・トイレのみ） 

⑦ 伊方町観光物産センター「きらら館」（立ち寄り必須） 

⑧ 伊方町役場（トイレのみ） 

 

 ◎：接待・給水・トイレ  ○：給水、トイレ ▲トイレ 
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制限時間     13:00 

 

エイドステーション 
佐田岬は

なはな 

瀬戸農業

公園上り

車線側駐

車場 

きらら館 
伊方町 

役場 

八幡浜 

みなっと 

復路 
折り返し 

（昼食） 
○ ◎ ▲ 

ゴール 

◎ 

制限時間   15:30  17:00 

 

８ エントリーについて 

 (1) 申込期間：１０月８日（金）～１１月５日（金）正午まで 

   ※定員に達し次第受付を終了する。 

 (2) 申込方法：ネット・電話・ＦＡＸ 

  ○ ネットでの受付【ＵＲＬ http：//www.sportsentry.ne.jp】 

   「サイクリング佐田岬エントリー事務局（スポーツエントリー内）」 

  ○ 電話での受付  ℡ ０５７０－０３９－８４６ 

受付時間／10：00～17：30（土・日・祝日を除く） 

  ○ ＦＡＸでの受付 Fax ０１２０－３７－８４３４ 

 



 

９ イベントの中止・変更    

・原則として雨天決行とするが、気象条件の悪化及び走行環境の不良等により安全な運営

に支障が出ると予想される場合は、主催者の判断により、コースを変更又はイベントを

中止することがあります。 

・新型コロナウイルスの感染拡大により、イベントの当日が次に該当する場合は、中止と

します。 

  ①愛媛県に「緊急事態宣言」が発令されている場合 

②愛媛県が「まん延防止等重点措置」の適用を受けている場合 

③愛媛県が「感染対策期」である場合 

 

10 新型コロナウイルス感染症の対策と注意事項 

・愛媛県が公表している「コロナ禍でのサイクリングマナー」を遵守してください。 

・主催者が求める予防対策（休憩時のマスク着用、検温や健康状態の確認等）に協力いた

だけない場合や健康状態に問題がある場合は、参加を認めないことがあります。 

・参加者や関係者から、新型コロナウイルス感染症の感染者が出た場合は、主催者は保健

所や医療機関等に個人情報を提供する場合があります。 

・主催者の加入する保険は、新型コロナウイルス感染症は適用外です。 

・参加者の新型コロナウイルス感染症の感染に対して主催者は一切の責任を負いません。 

 

11 問い合わせ先   〒７９６－８５０１ 

            愛媛県八幡浜市北浜一丁目１番１号  

 佐田岬広域観光推進協議会（事務局：八幡浜市商工観光課内） 

                TEL（０８９４）２２－３１０１ 

FAX（０８９４）２４－６１８０ 

         メール：syokokanko@city.yawatahama.ehime.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染症に関する項目（中止要件等）は変更になる可能性があります。 

 （実施内容に大幅な変更はありません） 
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